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的で品位を汚す程度におよびうる行為である、独居拘禁、身体拘束そして強制医療が頻繁に行われ

ていることを、委員会はさらに懸念する。精神保健ケアに関する計画についての対話の間に得られ

て情報を考慮しても、委員会は精神障害者の入院に対するオルタナティブに焦点を当てたものに欠

けていることに懸念を持たざるをえない。最後に、拘束的な方法が過剰に使用されていることへの

効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることに

懸念を表明する（2,11,13,16 条） 
委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する 
(a)      非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立すること、同様に効果な

不服申立ての機構を確立すること 
(b)    外来と地域でのサービスを開発し収容されている患者数を減らすこと 
(c) 精神医療および社会的ケア施設を含む自由の剥奪が行われるすべての場において、効果的な法

的なセーフガードが守られること 
(d)     効果的な不服申立ての機関へのアクセスを強化すること 
(e) 身体拘束と独居拘禁が避けられ、あるいはコントロールのためのすべての代替手段がつきた時

に、最後の手段として可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなるこうした行為も適

切に記録された上で、適用されること 

(f) こうした拘束的な方法が過剰に使用され患者を傷つける結果をもた

らした場合には、効果的で公平な調査が行われること 
(g)     被害者に対して救済と賠償が提供されること 
(h)    独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を

行うことを確保すること 
 
 

 

松沢病院での暴行事件 

都立松沢病院職員、患者へ暴力ふるう 東京・世田谷区 
2014.2.28 20:35  産経新聞 
 東京都世田谷区上北沢の都立松沢病院（８９０床、斎藤正彦院長）は２８日、精神科に勤務する

５０代の男性看護師が、少なくとも入院患者４人に対し、「死ね」などの暴言をはき、顔を殴るなど

の暴力をふるっていたと発表した。同病院は看護師を近く処分する方針。 
 
 同病院によると、男性看護師は昨年６月～今年２月１６日までの間、精神科入院病棟で、少なく

とも男性患者４人（４０～７０代）に対し、「死ね」「何だこのやろう」と暴言を吐き、顔をたたい

たり、布団を頭からかぶせて抑えつけるなどの暴行を加えた。看護師は「おむつ交換や、たんを吸

引する際に、患者が言うことを聞かず、感情的になって手が出た」と説明しているという。 
 １４日まで実習していた看護専門学校の学生が、病院のアンケートに「スタッフが患者を殴る様

子を見た」と記入し、病院側が１７日から開始した院内調査で発覚した。 
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 斎藤院長は会見で「深くおわび申し上げる。今後、再発防止に努めていきたい」と陳謝した。 
 
朝日新聞 2014 年 9 月 10 日 
 
この記事の処分が 2 月に報道された暴行事件の加害者に対してされたものであるかは不明であるが

いずれにしろ患者に暴力ふるって停職 15 日という処分である 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


